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事案の概要

　本件は、発明の名称を「アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法」とする特許第3668240
号の特許権を有する原告が、被告らに対し、被告各方法の使用の差止め、被告各製品の販売の差止め及
び廃棄、損害賠償金の支払等を求める事案である。
　争点は、⑴被告各方法は本件発明の技術的範囲に属するか、⑵間接侵害の成否、⑶無効の抗弁の成否、
⑷訂正の再抗弁の成否、及び⑸損害の発生の有無及びその額である。
　本件特許の特許請求の範囲請求項１の発明（本件発明）は次のとおりである。

≪東京地方裁判所≫
特許権侵害差止等請求事件

（アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法－無効の抗弁）
［上］（全２回）
−平成27年（ワ）第21684号、平成30年４月20日判決言渡−

平成 30 年      月          日（月）

No.  14726　１部370円（税込み）
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特 許 ニ ュ ー ス 平成30年７月９日（月曜日）（　　　）（第三種郵便物認可）2

　「アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法であって、該方法が：
　35ｐｐｍ未満の遊離ＳＯ₂と、300ｐｐｍ未満の塩化物と、800ｐｐｍ未満のスルフェートとを有するこ
とを特徴とするワインを製造するステップと；
　アルミニウムの内面に耐食コーティングがコーティングされているツーピースアルミニウム缶の本体
に、前記ワインを充填し、缶内の圧力が最小25ｐｓｉとなるように、前記缶をアルミニウムクロージャ
でシーリングするステップと
を含む、アルミニウム缶内にワインをパッケージングする方法」

判示事項

１　争点⑶無効の抗弁（サポート要件違反）について
本件発明の意義は、アルミニウム缶にワインをパッケージングしようとすると保存中にその品質
が劣化するという課題を解決するため、①「35ｐｐｍ未満の遊離ＳＯ₂と、300ｐｐｍ未満の塩化物と、
800ｐｐｍ未満のスルフェートとを有する」ワインを製造し、②「アルミニウムの内面に耐食コーティ
ングがコーティングされているツーピースアルミニウム缶の本体」を使用し、③「缶内の圧力が最小25
ｐｓｉとなるように、前記缶をアルミニウムクロージャでシーリングする」などの方法により、上記課
題を解決し、ワインの品質が保存中に著しく劣化しないという効果を実現しようとするものであると
認められる。
上記①は、「35ｐｐｍ未満の遊離ＳＯ₂と、300ｐｐｍ未満の塩化物と、800ｐｐｍ未満のスルフェート」
を有するワインを製造するというものであるところ、本件明細書の発明の詳細な説明には、上記の構
成に関し、「上述のようにして製造されたワインは、35ｐｐｍ未満の遊離二酸化硫黄レベルと、250ｐ
ｐｍ未満の総二酸化硫黄レベルとを有する。酸、塩化物、ニトレート及びスルフェートを形成するこ
とができる陰イオンレベルは、規定の最大値未満である。」（段落【0032】）との記載が存在するにすぎ
ない。このように、本件明細書の発明の詳細な説明には、ワインの品質に影響を与える成分の中から「遊
離ＳＯ₂」、「塩化物」及び「スルフェート」の濃度範囲を特定することの技術的な意義、本件発明の効
果との関係、濃度の数値範囲の意義についての記載は見当たらない。
次に、上記構成により本件発明の効果を実現できることが技術常識であったかどうかについて検討
するに、まず、「遊離ＳＯ₂」、「塩化物」及び「スルフェート」のうち、「遊離ＳＯ₂」については、金属
腐食性の強い物質であり、その含有量が低いほど金属缶入りワインの耐食性が向上することは当業者
に周知の事項であるということができる。
しかし、「塩化物」及び「スルフェート」については、アルミニウム容器に対して負の影響を及ぼす
因子であることは技術常識であったとしても、一方では、乙29文献の表２に、硫酸及び塩酸が「化学的／
物理的安定性」については正の影響を与えることが示されているのであるから、ワインの品質の保持の
ためには、その濃度を高くすることも考え得るのであって、本件特許の出願日当時、本件発明の効果を
実現するためにその濃度を低くすることが当然であるとの技術常識が存在したということはできない。
また、乙29文献の表２及び３によれば、ワインをパッケージングしたアルミニウム容器に対して負
の影響を及ぼす成分等は他に複数あるものと認められるところ、その中で「遊離ＳＯ₂」、「塩化物」及
び「スルフェート」の各成分の濃度を特定すれば、他の成分の濃度等を特定することなく本件発明の効
果を実現できることが技術常識であったと認めるに足りる証拠はない。むしろ、当業者であれば、「遊
離ＳＯ₂」、「塩化物」及び「スルフェート」以外の様々な成分等もアルミニウム缶にパッケージングさ
れたワインの品質に影響を及ぼすと考えるのが通常であるということができる。
そうすると、「遊離ＳＯ₂」、「塩化物」及び「スルフェート」の濃度のうち、特に「塩化物」及び「ス
ルフェート」の濃度に係る構成については、その濃度範囲を特定することの技術的な意義、本件発明の


